
以下のURL 又は二次元コードからアクセスできます。

具体的な利用のイメージは裏面をご覧ください。

※システムを介さずに予約を受け付けている施設の利用を希望する

場合は、各施設に直接お問い合わせください。

実施施設の情報が確認できるシステムです。一部の施設では、

面談予約や利用予約がオンラインで可能になります。

＜令和７年度導入対象施設＞

南保育園、桜堤保育園、北町保育園、境南第２保育園

どんなシステムなの？

どうやって利用するの？

武蔵野市

一時保育(預かり)事業の
予約受付システムを導入します！

利用登録開始 令和７年11月４日午前９時～

利用予約開始 令和７年12月５日午前９時～

https://musashino.hoiku.michi-shiru.jp/

（令和８年１月５日利用分～）

武蔵野市一時保育（預かり）予約システム



（登録料として500円）

【面談時に必要なもの】①乳幼児医療証（住所確認）②母子手帳③一時保育事業利用登録申請書
④（里帰り出産の場合）祖父母の現住所が確認できる書類（免許証等）

【利用予約の申込期間】
利用希望日の１ヵ月前から利用希望日の２営業日前の午後４時まで

【利用予約日数の上限】
複数回の利用予約が可能ですが、週３回が上限（キャンセル待ちの予約も1回分の扱い）

【利用申込の取消期限】
ご利用日の前日（ご利用日が月曜日の場合は金曜日）の午後5時まで
期限を超過した場合（当日キャンセル含む）、理由を問わず取消料(500円)

各施設へお問合せください
武蔵野市子ども家庭部子ども育成課

0422-60-1854
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